
18広報もとみや8月号

ここから下は広告欄です。内容についてのお問い合わせは、直接、広告主の方へお願いします。
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お知らせ　I N F O R M A T I O N

　日時　　場所　　内容　　料金　　講師　　対象

　定員　　申込み　　問い合わせ先

時 場 内 料 講 対

定 申 問

問

時内問

問問

く

ら

し

個
人
事
業
税
の
お
知
ら
せ

　

個
人
事
業
税
は
、
県
内
に
事
務
所
・
事
業
所

を
設
け
、物
品
販
売
業
や
不
動
産
貸
付
業
な
ど
、

法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る
事
業
を
行
う
個
人
の

方
に
納
め
て
い
た
だ
く
県
の
税
金
で
す
。
課
税

対
象
と
な
る
方
に
は
、
県
北
地
方
振
興
局
県
税

部
か
ら
８
月
10
日
頃
に
納
税
通
知
書
を
お
送
り

し
、
納
期
限
は
第
１
期
分
が
８
月
31
日
ま
で
、

第
２
期
分
は
11
月
30
日
ま
で
２
回
に
分
け
て
納

め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

納
期
内
の
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
税
額
が
１
万
円
以
下
の
場
合
は
、

８
月
31
日
ま
で
に
一
括
し
て
納
め
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

個
人
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
金
融
機
関
の
預

金
口
座
か
ら
自
動
的
に
納
め
る
こ
と
が
で
き
る

口
座
振
替
の
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
是
非
ご

利
用
く
だ
さ
い
。（
手
続
用
紙
は
、
納
税
通
知

書
に
同
封
し
て
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
県
北
地
方

振
興
局
県
税
部
窓
口
に
も
用
意
し
て
あ
り
ま

す
。）　

　

福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
県
税
部　

課
税
第
一
課　

☎
０
２
４-

５
２
３-

４
６
９
８

（
個
人
事
業
税
に
関
す
る
こ
と
）

納
税
課　

☎
０
２
４-

５
２
３-

３
５
９
４

（
口
座
振
替
制
度
に
関
す
る
こ
と
）

都
市
計
画
図
作
成
に
伴
う
現
地
調
査
に
つ
い
て

　

現
在
、
本
宮
市
は
福
島
県
と
共
同
で
都
市
計

画
図
の
更
新
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。
都
市
計

画
図
と
は
、
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
行
政
区
域

内
の
都
市
計
画
の
内
容
を
示
し
た
地
図
で
す
。

　

更
新
業
務
に
伴
い
、
現
地
の
確
認
作
業
を
行

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
お
願
い
し

ま
す
。

　

平
成
27
年
11
月
30
日
ま
で

※
期
間
中
は
毎
日
作
業
に
入
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
必
要
に
応
じ
て
、
定
期
的
に
作
業
に
入

ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

　

都
市
計
画
図
作
成
に
伴
う
現
地
の
確
認
作
業

※
あ
く
ま
で
今
回
の
調
査
で
は
、
民
地
に
立
ち

入
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
調
査
業
者
は
朝
日

航
洋
株
式
会
社
で
す
。

　

ま
ち
づ
く
り
推
進
課　

都
市
計
画
係

☎
24-

５
４
０
５

多
重
債
務
・
貸
金
業
に
関
す
る
相
談
窓
口

　

福
島
財
務
事
務
所
で
は
、
返
済
し
き
れ
な
い

ほ
ど
の
借
金
を
抱
え
、
お
悩
み
の
方
々
か
ら
の

相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。
抱
え
て
い
る
借
金
の

状
況
を
お
聞
き
し
、
必
要
に
応
じ
弁
護
士
・
司

法
書
士
な
ど
の
専
門
家
に
引
継
ぎ
を
行
い
ま

す
。
相
談
は
無
料
で
す
の
で
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
国
や
県
の
登
録
を
受
け
ず
に
貸
金
業

を
営
む
、
い
わ
ゆ
る
「
ヤ
ミ
金
融
」
に
は
十
分

ご
注
意
く
だ
さ
い
。
ご
利
用
さ
れ
て
い
る
貸
金

業
者
の
登
録
状
況
に
関
す
る
問
合
せ
や
不
正
に

利
用
さ
れ
て
い
る
預
貯
金
口
座
に
関
す
る
相
談

も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

福
島
財
務
事
務
所　

理
財
課

福
島
市
松
木
町
13-

２

受
付
時
間　

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
（
祝
日
、
年

末
年
始
除
く
）
午
前
８
時
30
分
か
ら
正
午
、
午

後
１
時
か
ら
４
時
30
分
（
原
則
と
し
て
）

☎
０
２
４-

５
３
３-

０
０
６
４

金
融
犯
罪
被
害
防
止
な
ど
の
た
め
の

出
前
講
座

　

福
島
財
務
事
務
所
で
は
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
活
動
や
各
種
団
体
の
会
合
な
ど
に
お
伺
い

し
、「
な
り
す
ま
し
詐
欺
」
等
の
金
融
犯
罪
被

害
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ
う
、
日
頃
か
ら
注
意

し
て
い
た
だ
き
た
い
内
容
な
ど
を
、
わ
か
り
や

す
く
ご
説
明
し
ま
す
。

　

講
演
料
は
無
料
で
す
の
で
、
お
気
軽
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

福
島
財
務
事
務
所　

理
財
課

☎
０
２
４-

５
３
５-

０
３
０
３

出前講座の様子
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ここから下は広告欄です。広告掲載を希望される方は、市役所秘書広報課へお申し込みください。
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　I N F O R M A T I O N　お知らせ

問

毎月勤労統計調査特別調査 はじまります
本年７月３１日現在で、常用労働者を１人から４人雇用している事業所を対象に、「毎月勤労統計調査
特別調査」を実施します。
　この調査は、賃金、労働時間及び労働者数の動向を明らかにするための大切な調査です。
調査対象事業所には、８月から９月にかけ統計調査員がお伺いしますので、調査へのご理解とご回答を
お願いします。
　詳しくはこちらへ（http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/31-1.html）

毎月勤労統計調査特別調査のキャラクター
「とくちゃん」です。
調査へのご理解と、ご回答をお願いします。

福島県企画調整部統計課　
☎０２４－５２１－７１４５

問

安達地方広域行政組合消防本部　☎２２- １２１１

熱中症を予防しよう！

熱中症とは
　気温や湿度が高くなると、体内の水分バランスが崩れて体温の調節ができなくなります。
主な症状は、目まい、吐き気、頭痛などです。

熱中症にならないために
　室内でも、外出時でも、のどの渇きを感じなくても、こまめに水分・塩分などを補給しましょう。
　※特に高齢者や子どもは注意が必要です。

「熱中症かな？」と思ったら
・涼しい場所へ移動する。
・体を冷やす。
・水分・塩分を補給する。（自分で飲める人は）

こんな時は救急車を
・自分で水分補給ができない。
・脱力感や倦怠感が強く動けない。
・意識がはっきりしない。
・全身のけいれんがある。
このような症状があれば、ためらわずに救急車（☎119番）を呼んでください。


